
職 補 ― ３ ２ ９

令和２年１２月１５日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１６―４（補償及び福祉事業の実施）の運用について

」の一部改正について（通知）

「人事院規則１６―４（補償及び福祉事業の実施）の運用について（平成１４

年６月２０日勤補―１８２）」の一部を下記のとおり改正したので、令和３年１

月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分をこ

れに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分のように

改める。



改 正 後 改 正 前

































































































以 上


